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.経

務

言合r

叢
第
五
十
一
巻

第

六

銃

通
量
蝿
晶
胃
六
輔
日

昭
和
十
五
年
十
二
月
眠
慣
行

論

叢

経

済

費

動

三

租

税

政

策

汐

見

良E

第

経
済
鑓
動
と
財
政

経
済
愛
動
と
財
政
と
が
密
接
友
る
閥
係
を
有
し
て
ゐ
る
事
は
本
誌
第
五
十
一
巻
第
三
競
K
漣
ぺ
た
所
で
あ
る
が
、
本
論
文
に
於

τ

は
財
政
の
中
よ
り
特
に
租
税
を
取
り
出
し
研
究
を
進
め
る
、
即
ち
租
税
政
策
を
樹
立
す
る
に
営
り
経
済
愛
動
を
如
何
た
る
程
度
に
ま

で
取
り
入
れ
る
べ
き
か
を
明
か
に
し
た
い
の
で
あ
る
。

粧
持
費
動
に
は
強
測
し
易
き
も
の
と
環
測
し
難
き
も
の
と
の
二
つ
に
分
れ
、
議
測
し
易
昔
も
白
と
し
て
季
節
費
動
と
長
期
趨
勢
と

が
あ
り
、
抽
出
測
し
難
き
も
の
と
し
て
偶
登
抽
出
面
と
景
気
後
動
と
を
皐
げ
る
事
が
出
来
る
。
季
節
縫
動
と
長
期
趨
勢
に
闘
し
て
は
大
関

白
見
営
が
立
ち
共
白
縫
動
は
巳
に
膏
入
れ
済
み
で
あ
る
か
ら
、
大
し
た
問
題
と
な
ら
左
い
。
之
に
反
し
て
偶
幾
縫
動
と
景
気
愛
動
と

極
構
艶
動
と
租
輯
政
策

第
五
十
一
巻

凡
凶
五

俸
占
ハ
抽
叫



経
済
援
動
と
租
揖
政
策

八
回
大

第
六
雄

第
王
十
一
審

は
取
扱
ひ
に
困
難
な
問
題
で
あ
る
。
共
の
中
で
偶
設
建
動
は
事
の
性
質
上
か
ら
全
〈
手
の
下
し
ょ
う
が
な
い
が
、
景
気
縫
動
は
循
環

性
を
有
し
て
ゐ
る
か
ら
之
を
手
懸
か
り
と
し
て
解
決
り
道
が
誹
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
己
れ
経
桝
鑓
動
と
組
税
政
策
の
問
題
に

し
て
も
景
気
経
動
と
租
税
政
策
と
が
中
心
題
目
と
な
る
所
以
で
あ
る
。

岡
氏
経
済
が
溌
展
ず
る
限
り
景
気
強
動
は
地
〈
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。
特
に
岡
氏
粧
消
が
外
闘
の
凶
民
絞
怖
と
交

渉
を
持
つ
揚
合
に
は
自
国
内
の
景
気
費
動
の
外
に
外
国
白
景
気
鑓
動
が
加
は
り
附
者
が
或
は
消
去
し
合
ふ
事
も
あ
り
或
は
過
草
せ
ら

れ
る
事
も
あ
る
o
景
気
縫
動
は
循
環
性
を
特
長
と
し
て
ゐ
る
が
、
循
環
白
波
動
の
最
も
長
き
も
の
は
コ

Y
F
ヲ
チ
エ
プ
(
問
。
Z
E
Z
E
)

白
五
十
年
四
波
長
で
あ
り
、
中
期
の
も
の
占
し
で
は
ジ
ユ
グ
ラ
ル

C
居
間
百
)
の
八
年
乃
至
十
年
の
波
長
あ
り
、
更
に
短
期
の
一
波
動
と

し
て
キ
千
Y

(
同
署
r
E
)

の
三
年
半
の
波
長
が
皐
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。
景
気
白
各
種
白
波
動
を
通
じ
頂
上
に
遺
し
て
ゐ
る
時
を
標
準
と

し
ず
一
租
税
政
策
を
樹
立
し
て
置
く
と
景
気
む
下
向
す
る
時
に
不
都
合
を
生
十
る
の
で
あ
る
。
即
ち
景
気
の
上
昇
期
に
租
税
政
入
白
自

然
増
の
殆
ん

Z
全
部
主
岡
山
北
経
費
に
充
歯
し
て
仕
舞
ふ
と
、
景
気
白
沈
滞
期
に
は
租
税
牧
入
が
自
然
減
を
生
じ
赤
字
公
債
を
後
行
し

て
景
気
を
煽
揚
す
る
か
又
は
税
率
を
引
と
げ
て
一
時
を
切
り
抜
け
る
の
が
世
界
各
図
の
採
っ
て
来
た
財
政
政
策
で
あ
っ
た
o

従
来
の

租
税
政
策
は
財
政
収
入
第
一
主
義
で
組
み
立
て
ら
れ
粧
品
川
建
動
に
謝
す
る
考
察
の
如
昔
も
第
二
次
的
の
意
味
し
か
持
た
な
か
っ
た
D

で
あ
る
。

租
税
負
捨
が
現
今
の
如
ぐ
重
〈
在
っ
て
ゐ
る
際
に
は
、

官
民
経
済
が
景
気
の
如
何
左
る
段
階
に
あ
る
か
を
見
苦
わ
め
て
共
の
際

に
掴
切
た
る
租
税
政
策
を
樹
立
す
べ
き
で
あ
る
。
勿
論
、
甲
車
気
政
策
と
し
て
は
シ
ユ
ム
ベ
エ
タ
ア
の
所
謂
「
創
出
的
再
編
成
」

(巴

EP-HEn-品
目
E
問。
E
E
E
E
S
P
)
(
F
E
4
t
E
E
S
Eム
に
よ
り
景
気
白
方
向
を
善
導
す
る
事
が
何
よ
り
笠
ま
し
い
の
で
あ
る
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が
、
租
税
政
策
も
相
首
重
要
な
る
役
割
干
減
中
る
の
で
あ
る
。
印
ち
従
来
の
財
政
牧
入
第
一
主
義
の
組
税
政
策
に
景
気
政
策
白
色
彩

を
加
ム
る
必
要
が
起
る
の
で
あ
る
。

以
ト
、
最
近
の
技
凶
の
財
政
に
現
は
れ
た
る
現
象
主
張
礎
と
し
て
経
済
鑓
動
と
租
税
政
策
凸
の
闘
係
を
明
か
に
し
た
い
。
帥
ち
経

憐
礎
勤
特
に
景
気
楼
動
が
租
枕
牧
入
の
上
に
如
何
在
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
、
更
に
昭
和
十
五
年
の
税
制
改
革
が
景
気
政
策
を

E
D

程
度
に
ま
で
取
り
入
れ
た
か
の
二
問
題
に
つ
雪
研
究
を
進
め
Z
事
と
す
る
。

第

景
気
持
型
動
と
租
税
牧
入

コ
ン
ド
ラ
チ
ヱ
フ
の
長
期
の
波
、
ジ
ユ
グ
ラ
ん
の
中
期
の
波
、
キ
チ
ン
の
短
期
の
波
が
我
闘
の
租
税
収
入
白
上
に
川
町
し
て
如
何
な

る
形
で
現
は
れ
て
ゐ
る
か
を
調
べ
る
に
は
級
密
在
る
研
究
を
必
要
と
す
る
白
で
あ
る
か
ら
、
悲
に
は
昭
和
年
間
に
於
け
る
景
気
鑓
動

が
我
圃
の
財
政
特
に
租
税
収
入
D
卜
に
如
何
忙
影
響
し
た
か
を
極
め
て
簡
単
に
述
べ
て
見
た
い
。

景
気
掛
出
動
を
一
不
す
も
の
と
し
て
は
商
T
L

省
調
の
工
業
生
産
量
指
数
と
日
本
銀
行
制
の
卸
責
物
仮
指
数
と
を
侭
っ
た
。
日
本
銀
行
の

卸
買
物
倒
指
数
は
明
治
三
十
三
年
十
月
を
一

O
O
と
し
た
数
字
で
一
不
さ
れ
て
ゐ
る
。
景
気
鑓
動
を
現
は
す
も
の
と
し
て
は
商
工
省
の

工
業
生
産
量
指
数
の
方
が
油
賞
し
て
ゐ
る
が
、
昭
和
六
、
七
、
八
白
=
一
年
の
平
均
を
一

O
O
と
し
昭
和
五
年
分
か
ら
始
め
て
渡
表
せ

ら
れ
た
数
字
で
あ
る
の
で
景
気
の
下
降
矧
が
充
分
忙
現
は
れ
て
ゐ
左
い
快
射
を
有
し
て
ゐ
る
。

財
政
の
幅
を
一
不
す
矯
め
に
は
一
般
合
計
歳
出
を
採
り
、
そ
れ
に
租
税
牧
入
を
配
し
た
の
で
あ
る
。

一
般
合
計
の
外
に
凶
十
以
上
の

特
別
曾
計
あ
り
特
に
昭
和
十
二
年
以
降
は
臨
時
軍
事
費
特
別
合
計
白
あ
る
の
を
考
慮
に
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
都
合
に
よ
り
特
訓

鰹
祷
捕
直
勤
&
租
輸
政
策

第
五
十
一
巻

凡
四
七

第

競



経
済
担
動
と
租
酷
政
策

第
五
十
一
番

八
四
A

第
アマ

規

国

合
計
の
全
部
を
省
略
す
る
事
と
し
た
、
租
税
の
方
耐
に
於
て
は
少
数
の
庭
減
税
が
行
は
れ
た
る
と
共
に
唱
和
十
二
年
度
一
以
降
に
多
扱

の
増
新
税
を
見
た
の
で
あ
る
が
、

E
れ
だ
け
が
廃
減
税
又
は
増
新
税
の
分
で
あ
る
か
、
ど
れ
だ
け
が
自
然
増
収
又
は
自
然
減
収
の
分

で
あ
る
か
白
分
析
ま
で
は
行
は
た
い
で
租
税
牧
入
の
数
字
を
共
催
に
採
用
し
た
白
で
あ
る
。
然
し
所
得
税
課
税
物
件
を
附
記
し
て
置

い
た
か
ら
此
の
依
馳
は
或
程
度
ま
で
は
救
済
す
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
勿
論
己
れ
と
て
も
第
一
種
所
得
と
第
三
種
所
得
と
第
三

種
所
得
と
D
単
純
な
る
合
計
額
で
あ
る
か
ら
、
第
一
種
所
得
が
法
人
の
手
よ
り
個
人
に
配
営
せ
ら
れ
第
三
種
所
得
と
怒
っ
て
ゐ
る
揚

合
の
重
極
計
算
の
如
昔
は
売
れ
得
た
い
の
で
あ
る
。

景
気
縫
動
の
波
を
一
不
す
指
数
(
日
本
銀
行
の
物
慣
指
数
と
両
工
省
の
暗
産
量
招
致
)
と
一
般
合
計
蔵
出
と
所
得
税
課
税
物
件
と
租
税
収
入

(
所
得
税
、
地
租
、
替
業
牧
緯
樹
、
酒
積
、
租
輯
収
入
合
計
)
と
を
昭
和
元
年
乃
至
十
四
年
白
十
四
年
間
に
つ
い
て
調
べ
る
と
次
の
結
果
を
得

る
の
で
あ
る
。

lIil 
和
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昭
和
元
年
よ
り
引
績
き
下
降
を
辿
っ
て
来
た
物
償
指
数
も
、
生
産
量
指
数
も
昭
和
六
年
を
底
と
し
て
再
ぴ
騰
勢
に
時
じ
て
上
昇
じ

つ
ミ
昭
和
十
四
年
に
及
ん
で
ゐ
る
。

一
般
合
計
歳
出
も
悶
様
に
昭
和
六
年
を
底
に
し
て
下
降
よ
り
上
昇
へ
と
方
向
を
輔
じ
て
ゐ
る

が
、
粧
費
に
は
景
気
務
動
以
外
の
各
種
目
要
素
が
加
は
る
も
の
か
必
中
し
も
同
一
針
路
を
進
む
も
の
で
左
い
。
所
得
税
課
税
物
件
は

昭
和
七
年
を
底
と
し
て
下
向
白
傾
向
よ
り
上
向
に
特
じ
た
の
は
注
目
に
値
す
る
。
所
得
税
課
税
物
件
の
底
が
景
気
指
数
の
底
よ
り
一

年
十
れ
て
ゐ
る
の
は
前
年
の
賓
績
を
標
準
と
し
て
課
税
物
件
を
定
め
本
年
に
之
を
課
税
し
で
ゐ
る
結
何
時
で
あ
る
。
租
税
収
入
合
計
も

昭
和
七
年
を
境
界
と
し
て
下
山
よ
り
上
向
に
時
じ
景
気
指
数
よ
り
一
年
ゃ
れ
て
ゐ
る
。

所
得
税
課
税
物
件
と
租
税
収
入
合
計
と
の
動
き
を
物
債
.
と
生
産
量
と
の
動
き
に
比
較
す
る
と
、

一
年
の
宇
れ
は
あ
る
が
大
憾
に
於

て
平
行
し
て
ゐ
る
事
を
知
る
の
で
あ
る
。
少
く
と
も
昭
和
元
年
乃
至
昭
和
十
四
年
の
期
間
忙
於
て
は
我
閣
の
景
気
礎
動
は
租
税
収
入

の
上
に
相
首
の
影
響
を
輿
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

第

各
種
租
税
の
弾
力
性

鰹
掛
醐
躍
動
と
租
枇
肱
策

第
五
十
一
巻

八
四
九

第
六
披

豆王



経
碑
費
動
ξ
租
桔
政
策

第
五
十
一
審

八
五

O

静
六
焼

ヌミ

最
近
十
四
年
間
の
我
が
国
税
牧
入
の
合
計
が
物
債
指
数
及
び
工
業
生
産
貴
指
数
と
類
似
の
方
向
を
示
し
て
ゐ
る
と
一
五
つ
で
も
、
そ

れ
は
園
没
収
入
合
計
の
事
で
あ
っ
て
悶
税
の
す
べ
て
が
等
し
〈
景
気
と
動
向
を
同
じ
ろ
し
て
ゐ
る
と
云
ふ
白
で
は
左
い
。
印
ち
租
税

の
性
質
白
如
何
に
よ
っ
て
景
気
を
感
受
す
る
程
度
比
差
あ
り
縄
力
性
の
強
き
も
白
と
碍
力
性
の
弱
き
も
の
と
に
分
れ
る
の
で
あ
る
。

試
み
に
景
気
と
財
政
と
の
闘
係
を
示
す
矯
め
に
前
項
の
数
字
表
を
茶
礎
と
し
て
封
数
岡
表
を
作
製
す
る
と
、
各
種
の
租
税
の
脚
力
性

が
明
瞭
に
理
解
出
来
る
の
で
あ
る
。
所
得
税
、
消
税
、
地
組
、
替
業
牧
盆
税
は
次
の
頁
の
如
〈
異
っ
た
足
取
を
と
っ
て
ゐ
る
。

図
表
白
一
不
す
所
に
よ
れ
ば
、
景
気
の
鑓
動
K
封
し
所
得
税
と
偉
業
牧
続
税
と
動
き
は
組
め
て
鋭
敏
で
あ
り
、
之
に
反
し
地
租
の
動

曹
は
遅
鈍
で
あ
り
、
酒
税
は
雨
者
の
中
聞
を
歩
ん
で
ゐ
る
。

我
園
白
所
得
税
と
晶
官
業
牧
径
税
と
は
内
容
的
に
多
ぐ
の
共
通
賠
を
有
し
特
に
法
人
D
所
得
又
は
法
人
の
融
商
業
純
径
が
景
気
の
波
と

緊
密
在
る
蓮
絡
を
保
っ
て
ゐ
る
結
果
と
し
て
、
所
得
税
侍
説
牧
盆
税
の
牧
入
は
景
気
と
共
に
前
四
世
な
る
動
曹
を
一
ポ
す
も
、
の
で
あ
る
。

筒
、
個
人
所
得
税
は
累
進
税
率
を
採
用
し
て
ゐ
る
か
ら
、
個
人
所
得
税
牧
入
は
課
税
物
件
D
増
減
以
上
に
上
下
し
従
っ
て
景
気
白
波

動
以
上
に
増
し
も
し
減
じ
も
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
せ
所
得
税
、
持
業
牧
谷
税
は
多
分
に
弾
力
性
を
有
し
て
ゐ
る
。

然
る
に
地
租
は
土
地
の
賃
貸
畑
山
格
と
い
ふ
同
定
的
の
も
の
を
課
税
棋
準
と
し
て
ゐ
る
。
即
ち
賃
貸
債
格
は
「
貸
主
が
公
謀
、
修
繕

費
共
の
他
土
地
の
維
持
に
必
要
注
る
粧
品
耳
を
負
捨
す
る
保
件

E
M
て
之
を
賃
貸
す
る
場
合
に
於
て
貸
主
の
牧
得
す
べ
き
一
年
分

ω
金

額
」
で
あ
つ
で
原
則
と
し
て
十
年
を
へ
な
い
と
改
訂
せ
ら
れ
な
い
白
で
あ
る
。
勿
治
・
地
目
縫
換
(
町
、
畑
、
宅
地
、
臨
削
、
鏑
泉
地
町
中

に
於
て
又
は
池
沼
、
山
林
、
牧
場
、
原
川
町
、
雑
積
地
の
中
に
於
て
地
目
を
蟹
換
す
る
)
又
は
地
類
縫
換

(
町
、
畑
、
宅
拙
、
脳
同
‘
鏑
白
地
地
の
い
づ
れ

か
と
池
泊
、
由
梓
・
牧
岨
朝
、
原
野
、
雑
穂
地
の
い
づ
れ
か
と
鑓
換
す
る
)
に
上
る
土
地
の
異
動
が
あ
う
た
場
合
は
別
別
で
あ
る
が
、
然
ら
ぎ
ゐ
限
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経
済
費
動
企
租
輯
政
策

第
五
十
一
審

凡
五

第
六
抗

八

り
は
課
税
椋
準
は
十
年
間
据
置
き
と
な
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
景
気
が
如
何
に
費
動
し
土
う
と
も
税
率
に
務
動
友
き
限
り
地
租
牧

入
額
は
十
年
間
は
釘
づ
貯
と
友
る
り
で
あ
る
。
要
す
る
に
地
租
は
此
の
意
味
に
於
て
弾
力
性
の
乏
し
昔
も
の
で
あ
る
。

酒
税
牧
入
は
従
量
税
で
あ
っ
て
一
石
に
つ
昔
四
十
五
闘
と
云
ム
風
に
税
事
が
定
め
ら
れ
で
ゐ
る
か
ら
、
課
税
物
件
た
る
栢
類
白
数

量
白
増
減
に
よ
っ
て
増
減
す
る
の
で
あ
っ
て
、
此
鮪
で
は
地
租
が
釘
付
け
と
な
っ
て
ゐ
る
の
に
反
し
開
力
怯
に
富
ん
で
ゐ
る
の
で
あ

る
。
然
し
酒
税
は
所
得
税
、
皆
業
収
益
税
の
如
き
従
債
枕
で
左
い
か
ら
、
課
税
物
件
た
る
酒
類
の
一
債
格
が
如
何
に
費
動
し
で
も
酒
税

敬
入
に
は
影
響
た
〈
此
賄
で
は
弾
力
性
が
乏
し
い
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
課
税
物
件
D
教
室
及
債
格
が
共
の
牧
入
に
三
重
に
影
響
し
て
〈
る
所
得
税
、
替
業
牧
錠
税
1
特
に
個
人
所
得
税
で
は
呆

進
税
率
を
採
用
し
て
ゐ
る
か
ら
加
建
度
的
に
影
響
す
る
ー
ー
と
相
謝
し
て
、
全
ぐ
牧
入
の
固
定
し
て
ゐ
る
地
租
が
あ
る
。
そ
D
中
間

物
と
し
て
課
税
物
件
の
数
量
白
み
が
影
響
す
る
酒
税
が
存
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
放
に
租
税
牧
入
の
弾
力
性
は
租
税
D
種
類
を
具
に

す
る
に
従
っ
て
共
白
程
度
を
異
に
し
て
ゐ
る
。

第
四

某
本
税
法
と
経
済
鑓
動

昭
和

t
五
年
四
月
一
日
よ
り
賓
施
せ
ら
れ
た
新
税
制
は
中
央
地
方
に
通
中
る
税
制
の
根
本
的
改
革
を
行
っ
た
結
果
と
し
て
生
れ
た

も
白
で
あ
る
。
共
白
目
棋
と
什
レ
て

一
、
中
央
地
方
を
通
じ
て
負
捲
白
均
衡
を
尉
る
E
と
、
二
、
経
済
諸
政
策
と
の
調
和
を
闘
る
こ

と
、
三
、
牧
入
の
増
加
を
同
る
と
共
に
弾
力
性
あ
る
税
制
を
樹
立
す
る
と
と
、
四
、
税
制
の
一
簡
易
化
を
悶
る
己
と
の
四
つ
り
要
項
が

抑
制
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。

一
の
負
拾
の
均
衡
を
回
る
事
は
租
税
と
し
て
首
然
の
事
で
あ
り

J

、
四
の
税
制
の
簡
易
化
も
事
務
以
来
の
複
雑
た



る
税
訟
を
整
現
す
る
意
味
に
於
て
議
論
の
飴
地
の
無
い
所
で
あ
ら
う
。
問
題
は
二
の
経
済
諸
政
策
と
白
調
和
を
阿
る
と
と
と
三
の
蹄

力
性
あ
る
税
制
を
樹
立
す
る
こ
と
と
の
二
ワ
で
る
る
。
経
済
時
出
動
特
に
葉
集
費
動
に
針
庭
し
て
新
し
い
租
税
政
策
を
樹
立
す
る
左
云

ム
事
は
寅
に
此
の
二
つ
の
目
標
の
中
に
含
ま
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
閉
山
ム
に
従
来
の
税
制
改
革
が
財
政
牧
入
第
一
主
義
に
終
始
し
て

ゐ
た
の
に
射
し
、
今
岡
D
改
革
が
或
程
度
ま
で
粧
桝
同
出
動
特
に
景
気
愛
動
に
闘
す
る
考
慮
を
租
税
政
策
白
中
に
取
り
入
れ
た
の
は
確

か
に
一
つ
の
牧
獲
と
一
式
ム
ペ
き
で
あ
る
。
此
白
事
は
基
本
税
法
に
も
現
は
れ
臨
時
租
税
措
置
法
に
も
窺
は
れ
る
の
で
あ
る
。
先
づ
基

本
税
法
が
粧
済
鐙
動
に
闘
し
如
何
な
る
立
法
を
と
っ
て
ゐ
る
か
を
明
か
に
し
た
い
。

第
一
は
季
節
鑓
動
の
問
題
で
あ
る
o

欝
所
得
税
法
に
於
て
は
主
と
し
て
利
子
所
得
(
佳
債
、
社
債
若
〈
は
銀
行
預
金
白
利
子
又
は
貸
付
信

話
の
利
錠
)

忙
源
泉
課
税
を
行
ひ
他
の
所
得
に
は
殆
ん

E
賦
課
課
税
の
方
法
を
採
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
薪
所
得
税
法
は
源

泉
課
税
の
方
法
を
描
張
し
て
阜
に
利
子
所
得
に
止
ま
ら
中
配
営
所
得
に
も
勤
弊
所
得
に
も
之
を
及
ぼ
し
源
泉
課
税
方
法
が
所
得
税
課

税
D
重
要
部
分
を
占
む
る
事
と
左
一
っ
た
。
賦
課
一
謀
枕
に
よ
れ
ば
、
所
得
を
受
取
っ
て
後
に
定
め
ら
れ
た
る
納
期
比
従
ひ
納
税
す
る
事

と
た
る
の
で
租
税
牧
入
は
不
連
続
的
に
図
庫
に
入
る
事
と
友
る
。
之
に
反
し
源
泉
課
税
の
方
法
忙
よ
れ
ば
、
所
得
を
受
取
る
際
に
納

殺
す
る
の
で
あ
る
か
ら
租
税
収
入
は
所
得
警
生
と
同
時
に
連
績
的
に
図
庫
に
入
る
の
で
あ
る
。
租
税
の
納
期
の
定
め
方
如
何
に
よ
り

生
じ
て
ゐ
た
季
節
鎚
動
は
、
所
得
税
が
源
泉
課
税
方
法
を
瞭
張
し
た
結
果
と
し
て
多
分
に
緩
和
せ
ら
れ
る
事
と
た
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
は
景
気
措
置
動
と
租
税
政
策
と
の
闘
係
で
あ
る
。
景
気
の
上
昇
期
に
は
所
得
が
加
速
度
的
に
増
し
税
率
を
増
さ
た
〈
と
も
租
税

の
自
然
増
牧
が
生
中
る
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。
逆
に
景
気
の
下
降
期
に
は
所
得
が
減
巳
税
率
を
増
し
で
も
閏
然
滅
状
の
潟
め
に
拍
車
期
の

牧
入
を
皐
げ
得
た
い
の
で
あ
る
。
然
し
好
景
気
の
時
に
生
宇
る
所
得
左
る
も
の
は
事
業
の
賓
力
を
如
寅
に
反
影
し
て
ゐ
る
も
の
か
と

経
酔
蝿
担
割
と
租
助
政
策

僚
主
十
一
巻

凡
五
三

構
~ 
ノ、

、焼

プL



極
揖
錘
動
と
租
橋
政
策

第
五
十
一
審

ベ
五
四

帝
大
城

O 

云
ふ
に
疑
問
が
あ
る
。
需
要
の
あ
る
に
ま
か
せ
て
生
産
力
を
極
度
に
蹟
張
し
て
し
げ
り
出
し
た
所
得
で
あ
る
占
、
往
々
に
し
て
事
業

の
犠
牲
に
よ
っ
て
算
出
せ
ら
れ
た
る
抽
象
的
数
字
に
過
ぎ
友
い
事
が
あ
る
ロ
北
ハ
の
結
果
と
し
て
従
業
者
の
保
健
を
容
し
機
械
の
修
繕

を
怠
り
事
業
の
恭
礎
を
危
〈
し
た
が
ら
所
得
の
増
加
を
鈴
売
す
る
様
左
事
も
想
っ
て
〈
る
。
故
に
好
景
気

ρ際
に
激
増
す
る
租
税
牧

入
白
或
部
分
を
断
念
し
て
も
事
業
白
内
容
充
寅
を
は
か
ら
し
め
以
て
好
景
気
不
景
気
を
通
じ
事
業
の
附
滑
芯
る
遂
行
を
期
せ
し
め
る

必
要
が
あ
る
。
岡
』
証
財
政
の
立
場
よ
り
し
て
も
、
こ
の
方
が
永
き
に
b
た
り
租
税
収
入
の
梢
保
を
は
か
る
所
以
で
あ
る
。
か
L
る
趣

旨
よ
り
し
て
新
税
法
に
は
弐
の
四
つ
の
立
場
が
行
は
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
一
つ
は
同
定
資
産
の
持
久
年
数
表
主
改
正
し
減
債
償
却
年
隈

を
短
縮
し
て
物
理
的
償
却
に
止
ま
ら
宇
経
済
的
償
却
を
も
行
は
し
め
ん
と
し
た
り
で
あ
る
。
そ
の
ご
は
法
人
税
法
第
四
僚
に
よ
り
、

法
人
の
各
事
業
年
度
開
始
の
日
前
一
「
一
年
以
内
に
開
始
し
た
る
事
業
年
度
に
於
て
生
じ
た
る
損
金
主
法
人
所
得
上
り
差
引
〈
事
で
あ

る
。
そ
の
三
ば
所
得
税
法
第
五
僚
、
法
人
税
法
第
十
二
保
、
偉
業
税
法
第
十
一
一
僚
に
土
り
、
重
姿
物
産
の
製
造
、
採
掘
又
は
採
取
を

業
と
す
る
者
に
は
製
法
、
採
掘
又
は
採
取
の
事
業
を
開
始
し
た
る
年
及
び
共
の
勢
年
上
り
コ
一
年
附
共
の
業
務
よ
り
生
宇
る
所
得
又
は

純
益
に
つ
昔
免
税
を
行
ふ
が
如
雪
、
特
殊
の
事
業
品
開
枇
に
到
し
所
得
枕
、
法
人
税
、
侍
業
枕
非
課
税
の
法
令
を
定
む
る
が
如
き
、
そ

の
例
で
あ
る
。
最
後
に
、
相
続
税
法
第
十
七
僚
が
「
枕
金
納
百
同
以
上
な
る
と
き
は
相
続
税
に
相
官
す
る
捨
保
を
提
供
し
七
年
以
内

の
年
賦
延
納
一
矛
一
求
む
る
と
と
を
得
」
と
定
め
、
更
に
「
相
続
税
を
課
す
べ
き
相
続
財
産
の
偵
観
中
不
動
産
一
及
不
動
産

D
K
に
有
す
る

権
利
放
に
信
託
財
産
た
る
不
動
産
の
一
花
本
の
利
錠
を
受
〈
ベ
き
楠
利
の
一
償
額
の
合
計
械
が
相
続
財
産
の
僚
領
白
一
一
分
D

一
を
超
ゆ
る

と
き
は
前
項
但
書
の
期
間
は
之
を
十
年
以
内
と
す
」
と
せ
る
が
如
雪
、
租
税
牧
入
の
平
準
化
に
よ
る
景
気
持
班
動
の
経
和
と
も
見
ら
れ

る
り
で
あ
る
。



第
三
に
個
人
所
得
税
の
中
心
を
分
類
所
得
税
に
世
青
分
類
所
件
枕
に
比
例
税
率
を
採
用
し
た
事
が
各
種
の
経
桝
綬
動
に
針
腔
ず
る

矯
め
に
豆
裂
な
る
意
義
主
有
し
て
ゐ
る
。
英
凶
の
昔
話
所
得
税
の
秘
権
税
率
を
上
下
す
る
事
に
よ
っ
て
長
期
趨
勢
、
偶
後
日
世
動
、
景

気
鎚
動
に
そ
な
へ
て
ゐ
る
が
如
雪
役
割
を
我
闘
で
は
介
知
、
所
得
税
陀
求
め
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
尤
も
英
図
の
普
泊
所
得
税
の
如
く

標
準
税
率
を
八
志
六
片
(
四
割
二
分
壬
聞
の
比
判
税
山
中
)
の
一
両
率
に
引

k
げ
て
仕
舞
つ
一
て
は
半
ば
弾
力
性
が
北
へ
は
れ
る
の
で
あ
る
が
、
我

園
の
如
〈
四
分
乃
至
一
一
刻
の
低
率
で
あ
れ
ば
此
の
機
能
そ
認
め
呂
事
が
山
川
来
る
。

第
四
回
地
方
財
政
が
岡
山
北
財
政
(
地
方
分
興
桔
分
興
金
特
別
曾
計
)
よ
り
受
〈
る
配
付
税
で
あ
る
が
、
経
済
同
盟
動
の
如
何
に
拘
ら
宇
共

の
線
額
を
一
定
の
範
閏
内
に
止
め
ん
と
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
卸
ち
配
付
税
の
財
源
は
園
枕
の
一
定
比
率
(
前
々
年
度
に
於

て
徴
牧
し
た
る
所
得
棺
及
法
人
粧
の
百
分
の
十
七
・
一
一
一
八
並
に
入
場
枕
且
遊
興
飲
食
枕
白
一
自
分
目
玉
ょ
に
基
き
定
め
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
を
の
金
額

が
年
に
上
り
不
同
が
あ
る
と
地
方
財
政
の
安
定
性
を
害
す
る
事
と
な
る
。
蕊
に
配
付
税
の
鑓
動
を
少
く
す
る
矯
め
に
地
方
分
興
枕
法

が
特
別
白
規
定
を
設
け
て
ゐ
る
。
同
法
第
六
僚
に
よ
れ
ば
、

「
分
興
す
べ
き
配
付
税
白
額
が
前
年
度
に
於
け
る
分
奥
額
の
百
分
の
百

十
を
超
過
す
る
と
昔
は
共
の
超
過
樹
は
之
を
宮
中
日
年
度
に
於
て
分
担
(
す
べ
き
額
よ
り
減
繍
」

ι
「
分
興
す
べ
き
配
付
枕
の
頒
が
前
年

度
に
於
け
る
分
興
額
の
百
分
の
九
十
忙
不
足
す
る
と
き
は
共
の
不
足
初
は
之
を
常
設
年
度
に
於
亡
八
刀
興
す
べ
き
額
に
増
額
」
す
る
己

と
と
定
め
て
ゐ
る
白
で
あ
る
。

第
五

臨
時
租
税
措
置
法
と
経
済
務
動

租
税
政
策
の
中
に
紳
一
梢
唆
勤
陀
封
す
る
考
慮
を
取
入
れ
る
事
は
基
本
税
法
中
に
も
散
見
し
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
主
と
し
て
租
税
収

経
済
担
割
と
租
積
政
策

第
王
十
一
審

八
五
五

静
六
鵠



策
大
搬

入
を
あ
げ
る
目
的
に
出
で
た
も
の
で
あ
っ
て
経
済
費
動
に
針
す
る
考
慮
は
寧
ろ
結
果
論
と
し
て
生
じ
た
に
過
ぎ
な
い
。
之
に
反
し
て

経
碑
盤
勤
と
租
積
政
策

第
王
十
一
巻

八
五
六

臨
時
租
税
措
置
法
は
財
政
牧
入
第
一
主
義
の
基
本
枕
法
の
規
定
に
例
外
を
設
け
経
済
援
動
忙
働
き
か
け
ん
と
す
る
積
極
性
を
有
し
て

ゐ
る
。臨

時
租
税
措
置
法
が
特
に
考
慮
を
は
か
つ
て
ゐ
る
の
は
、
臨
時
租
税
措
置
法
施
行
規
則
の
別
表
を
掲
げ
ら
れ
て
ゐ
る
時
局
関
係
産

業
で
あ
っ
て
突
の
三
十
種
類
が
あ
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。

一
金
属
鏡
業
、
二
石
炭
鈍
業
、
三
石
油
鋼
業
、
四
刷
封
鎖
業
、
百
非
蛾
金
属
製
蹴
業
、
六
輔
金
属
製
誼
業
、
七
銅
舶
拠
法
業
、
八
蒸

円
錐
製
誼
業
、
九
原
動
機
製
法
業
、
十
電
気
機
械
器
具
製
造
業
坦
L
家
庭
用
電
最
器
具
製
謹
業
を
陪

f
、
十
一
探
鏡
、
抑
制
鏑
及
製
鋪
機
械
恭
具

製
遣
業
、
十
二
金
属
工
機
械
製
設
菜
、
十
三
工
具
及
刀
共
類
拠
誼
業
、
十
回
化
皐
工
業
用
機
械
装
置
拠
造
業
、
十
五
自
動
車
且
同
部
分
品
製

造
業
但
し
小
型
自
動
車
及
阿
部
分
品
製
誼
業
を
陪
(
、
十
六
抽
選
用
及
軌
道
用
車
輔
製
誼
業
、
+
七
航
空
槽
及
岡
部
分
品
製
遺
業
、
十
凡
軸
受

及
銅
球
製
造
業
、
十
九
兵
器
且
阿
部
分
品
製
誼
業
、
二
十
硫
世
製
企
業
恒

L
乾
式
拠
鋪
所
よ
り
排
棄
せ
ら
各
忍
銑
鰹
中
の
亜
硫
世
瓦
斯
を
岡
肱
し

て
製
誼
ず
る
も
の
に
限
る
、
二
十
一
石
茨
醜
刷
明
治
業
、
二
十
ニ
コ
ー
ル
タ
ー
ル
分
桐
特
製
誼
業
、
二
十
一
一
一
代
畑
燃
料
製
造
業
、
二
十
四
耐
酸

製
誼
業
、
二
十
五
染
料
中
間
物
其
の
仙
コ
ー
ル
タ
ー
ル
分
間
物
詩
器
開
製
造
業
、
二
十
六
パ
ル
プ
製
造
業
、
二
十
七
硫
使
ア
シ
毛
主
ア
製
遣
業

ニ
十
八
石
油
精
製
菜
、
二
十
九
人
法
石
抽
製
誼
業
、
=
一
十
海
運
業

思
ふ
に
臨
時
租
税
措
置
法
は
凡
亡
の
事
業
に
積
極
的
に
働
き
か
け
て
ゐ
る
が
、
此
等
士
一
十
種
の
時
局
関
係
産
業
に
射
し
て
は
種
々

の
揚
合
に
特
別
に
租
税
の
減
売
を
行
ム
事
と
在
ヲ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

臨
時
租
税
措
置
訟
の
規
定
の
中
か
ら
経
済
愛
訪
に
劃
す
る
租
税
政
策
と
し
て
考
へ
ら
れ
る
も

D
E取
上
げ
て
見
る
と
次
の
六
項
を

得
る
事
が
出
来
る
。

第
一
は
超
過
留
保
金
額
の
運
用
に
よ
る
法
人
税
U
軽
減
で
あ
る
。
帥
ち
第
一
保
D
一
一
に
よ
り
、
法
人
の
各
事
業
年
度
の
所
得
中
期
間



保
し
た
る
金
絹
が
共
の
事
業
年
度
に
於
け
る
所
得
の
十
分
の
三
に
相
営
ず
る
金
額
主
超
過
す
る
場
合
に
於
て
、
共
の
超
過
部
分
の
全

部
文
は
一
部
に
相
営
ず
る
金
額
を
、
時
局
関
係
産
業
の
用
に
供
ず
る
設
備
の
新
設
、
損
張
又
は
改
良
を
錯
す
に
要
す
る
資
金
に
充
て

又
は
園
債
詮
録
、
興
業
債
券
等
の
有
償
設
券
を
取
得
す
る
に
要
す
る
経
費
に
克
て
た
る
時
は
法
人
税
額
を
軽
減
す
る
白
で
あ
る
o

乙

れ
一
は
生
産
力
撰
充
と
図
債
消
化
の
政
策
を
議
行
ナ
る
目
的
に
出
て
ゐ
る
が
、
他
方
に
法
人
の
事
業
の
内
容
在
堅
寅
に
す
る
に
必
要

た
る
立
法
で
あ
る
。
と
の
事
は
租
税
収
入
を
或
程
度
ま
で
犠
牲
比
す
耳
事
に
も
た
る
が
、
法
人
を
し
て
他
日

a

の
不
況
時
に
封
す
る
用

意

E
整
へ
し
め
る
結
果
を
質
す
の
で
あ
る
。

第
一
一
は
補
助
金
、
研
究
的
施
設
、
固
定
資
産
の
減
債
償
却
年
限
の
侍
例
で
あ
っ
て
、
第
一
僚
の
四
に
規
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
補
助

金
た
る
も
の
は
本
来
は
集
金
又
は
牧
入
金
額
に
算
入
せ
ら
れ
る
舎
で
あ
る
の
に
大
政
大
臣
の
指
定
す
る
闘
庫
補
助
金
に
限
り
其
の
金

部
叉
は
一
部
左
往
金
叉
は
収
入
金
額
に
算
入
し
左
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
此
種
の
岡
庵
補
助
金
に
相
首
ず
る
金
額
は
潤
税
負
捨
を
売

れ
る
諜
で
あ
る
D

突
に
研
究
を
友
ナ
に
要
し
た
る
支
出
金
額
の
中
で
資
本
的
支
出
に
岡
崎
ず
る
も
の
は
税
法
上
に
於
て
損
金
叉
は
必
要

経
費
に
算
入
し
な
い
舎
で
あ
る
の
に
、
前
週
の
時
局
閥
係
産
業
に
限
り
資
本
的
支
出
に
局
す
る
研
究
費
で
も
之
を
損
金
又
は
必
要
経

費
忙
算
入
し
租
税
負
捨
を
斡
〈
す
る
事
と
友
っ
て
ゐ
る
。
最
後
に
問
定
資
産
の
減
債
償
却
年
限
で
あ
る
が
、
前
掲
の
時
局
闘
係
産
業

の
も
の
に
限
り
特
別
に
短
い
償
却
年
限
を
採
用
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
一
克
来
、
時
局
産
業
た
る
も
の
は
往
々
に
し
て
投
機
的
の
分
子

に
官
み
目
前
の
利
を
迫
ひ
賂
来
の
事
を
一
向
に
考
へ
な
い
で
経
営
し
て
行
く
の
が
常
態
で
あ
っ
た
、

一
朝
に
し
て
景
気
が
逝
持
ぜ
ん

か
全
く
共
の
存
立
の
基
礎
を
夫
ふ
と
云
ム
危
険
性
が
あ
ゐ
。
誌
に
祖
税
政
策
の
上
に
一
大
英
断
を
下
し
て
、
時
局
関
係
産
業
に
針
し

て
特
別
の
取
扱
を
友
し
帰
来
の
識
は
展
に
そ
な
へ
し
め
ん
鴻
め
に
或
程
度
の
租
税
牧
入
を
犠
牲
に
し
た
の
で
あ
る
。
時
局
関
係
産
業
が

経
済
欝
動
と
租
萌
政
策

第
五
十
一
巻

凡
豆
七

第
六
擁

= 



鯉
油
開
費
動
と
租
輯
政
策

岬
伊
豆
十
一
巻

八
五
八

第
一
ハ
披

四

景
気
の
波
を
乗
り
越
え
で
殻
展
す
る
事
と
な
る
と
、
結
局
に
於
て
租
税
収
入
を
粧
桝
務
動
の
各
段
階
に
通
じ
て
砕
保
す
る
事
と
た

る
の
で
あ
る
。

第
三
は
重
嬰
物
産
に
闘
す
る
売
税
を
設
備
増
設
と
製
法
方
法
と
に
時
間
張
し
た
事
で
あ
る
。
軍
要
物
産
の
製
造
、
採
掘
又
は
採
取
に

際
し
て
克
税
を
行
ふ
事
は
基
本
税
法
に
も
規
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
所
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
専
ら
新
規
開
業
の
揚
合
に
の
み
限
ら
れ
て
ゐ

る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
時
局
に
鑑
み
規
模
を
掠
大
し
新
規
の
製
造
方
法
主
採
用
す
る
事
が
あ
っ
て
も
売
税
の
恩
恵
に
浴
し
な
か
う
た

の
で
あ
る
。
抜
に
臨
時
租
税
措
置
法
第
一
傑
の
z
一
を
設
け
共
白
快
陥
を
補
は
ん
と
し
て
ゐ
る
。
第
一
に
設
備
の
増
設
の
揚
合
に
は
増

設
し
た
る
設
備
に
よ
る
物
産
の
製
治
、
採
掘
又
は
採
取
の
業
務
よ
り
生
十
る
所
得
及
純
益
に
つ
き
、
第
二
に
特
定
の
製
法
方
法
に
よ

る
物
産
の
製
誼
を
開
始
し
又
は
共
の
設
備
を
増
設
し
た
る
揚
合
に
は
其
の
製
遁
方
法
に
よ
る
物
産
の
製
造
業
務
又
は
共
の
増
設
し
た

る
設
備
に
よ
る
物
産
の
製
造
業
務
上
り
生
宇
る
所
得
及
純
盆
に
つ
き
、
三
一
年
間
所
得
税
、
法
人
税
及
山
営
業
税
の
免
税
を
行
ム
事
と
友

っ
て
ゐ
る
。
重
要
物
産
に
つ
青
技
術
の
向
上
と
産
額
の
増
加
と
を
は
か
ら
ね
ば
友
ら
ぬ
際
で
あ
る
か
ら
適
切
た
る
立
法
と
云
は
ね
ば

左
ら
向
。

第
四
に
海
外
企
業
の
所
得
に
つ
い
て
は
第
一
俸
の
五
が
規
定
し
て
ゐ
る
、
即
ち
法
人
の
各
事
業
年
度

ω所
得
又
は
個
人
の
甲
種
事

業
所
得
の
中
に
本
邦
(
闘
耳
州
及
南
非
群
島
を
合
主
外
に
於
け
る
替
業
よ
り
生
や
る
所
得
が
あ
る
と
き
に
は
共
の
器
業
よ
り
生
や
る
所

得
金
額
に
つ
昔
法
人
税
又
は
分
類
所
得
税
を
軽
減
す
る
事
と
し
て
ゐ
る
。
外
貨
獲
得
に
よ
り
輸
入
A
を
確
保
す
る
企
業
を
奨
励
せ
ん

震
め
K
、
租
税
牧
入
の
一
部
そ
犠
牲
に
供
し
た
る
立
法
で
あ
る
が
、
経
済
挺
動
に
劃
し
て
も
相
営
の
放
果
を
粛
す
も
の
で
あ
る
。
思

ふ
に
景
気
鑓
動
は
闘
内
よ
り
起
る
が
同
時
に
外
岡
よ
り
促
さ
れ
る
事
が
少
〈
左
い
。
外
岡
よ
り
起
る
景
気
縫
動
を
海
外
企
業
主
通
じ



て
調
節
す
る
事
が
問
来
れ
ば
好
都
合
で
あ
る
。

第
五
に
重
要
鏑
物
(
金
鎖
、
組
鎖
、
銅
鏡
、
鉛
銃
、
胡
錦
、
亜
鉛
鋭
、
歯
飾
、
硫
化
餓
鎖
、
浦
倍
鎖
、
ユ
ツ
ケ
ル
銑
、
水
銀
鏡
、
ク
ロ
ム
錨
鎖
、
石

油
、
石
炭
)
又
は
共
の
鱗
産
物
を
産
附
す
る
繍
業
催
者
の
所
得
に
劃
し
て
は
法
人
税
又
は
分
類
所
得
税
を
加
減
し
て
ゐ
る
。
第
一
僚
の

六
が
規
定
す
る
所
で
あ
る
。

第
六
に
同
族
事
業
合
耐
に
謝
し
て
は
同
族
保
全
合
副
と
匡
別
し
て
加
算
税
率
者
軽
減
し
て
ゐ
る
。

第
一
僚
の
七
が
規
定
し
て
ゐ

る
所
で
あ
る
、
従
来
は
同
政
曾
枇
に
劃
し
て
は
個
人
所
得
税
L
」
の
釣
合
の
み
を
考
へ
て
同
族
保
全
曾
枇
と
同
族
事
談
合
祉
と
を
匝
別

ず
る
事
な
ぐ
北
九
の
事
業
特
を
脳
腕

L
、
一
専
ら
同
族
合
枇
た
る
所
に
貫
貼
b
L

世
き
課
税
し
て
ゐ
た
傾
が
あ
っ
た
が
、
本
保
文
に
よ
り
同

族
事
業
合
枇
の
過
軍
負
擦
を
緩
和
し
た
の
で
あ
る
。

臨
時
租
税
措
世
訟
の
規
定
の
中
か
ら
以
上
の
六
種
の
保
文
を
代
表
的
に
選
ぴ
出
し
各
湿
の
方
法
に
よ
り
租
枕
の
減
免
が
行
は
れ
る

事
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
此
等
の
規
定
は
主
と
し
て
生
産
力
機
充
、
同
債
消
化
、
外
品
且
獲
得
等
の
経
済
政
策
の
目
的
よ
り
設
行
ら
れ

必
や
じ
も
経
済
費
動
に
属
す
る
目
的
の
み
よ
り
出
て
ゐ
る
も
の
で
た
い
。
然
し
臨
時
租
税
措
置
法
に
よ
り
租
杭
の
減
免
が
適
切
に
行

は
れ
る
と
を
る
と
我
凶
の
多
〈
の
産
業
特
に
時
局
産
業
が
底
力
を
養
ふ
事
が
出
来
る
。
従
来
、
花
火
線
香
式
に
忽
ち
築
え
忽
ち
表
へ

て
仕
舞
っ
た
時
局
産
業
が
長
気
の
波
に
剥
し
抵
抗
力
を
養
ふ
事
が
刊
来
れ
ば
、
こ
れ
こ
そ
租
税
政
策
の
永
雪
安
定
を
期
待
す
る
所
以

と
も
在
る
。
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"'、
結

高命

経
済
鰐
動
と
租
栓
政
策

第
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十
一
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王
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第
六
競

五



経
済
欄
型
動
と
租
唖
政
策

第
五
十
一
審

八
六

O

第
六
腕

六

以
上
、
昭
和
年
聞
の
経
済
縫
動
が
租
税
牧
入
に
如
何
に
影
響
す
る
か
を
見
て
各
種
租
税
の
弾
力
性
を
知
り
、
更
に
基
本
税
法
と
臨

時
租
税
措
置
法
と
を
通
じ
昭
和
十
五
年
白
税
制
改
革
が
経
済
媛
動
と
租
税
政
策
と
の
問
題
を
如
何
な
る
程
度
ま
で
一
解
決
し
て
ゐ
る
か

を
明
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
経
済
援
動
特
に
景
気
饗
動
は
確
か
に
租
税
収
入
の
上
に
深
刻
た
る
影
響
を
及
げ
す
も
の
で
あ
る
。
叉
租

税
負
婚
が
今
日
の
如
〈
犬
と
司
な
っ
て
ゐ
る
際
に
は
租
税
政
策
の
如
何
に
よ
っ
て
経
済
援
動
特
に
景
気
縫
動
色
善
導
す
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
経
済
措
置
動
に
劃
し
て
租
税
政
策
は
消
位
的
態
度
に
満
足
せ
宇
積
極
的
に
働
〈
必
要
が
あ
る
。
本
問
題
に
つ
い
て
は
世
界
各
固

に
研
究
あ
り
、
我
固
に
於
て
も
既
に
土
方
成
美
博
士
、
永
田
荷
数
換
の
著
書
が
裂
表
が
あ
る
が
将
来
ま
す
/
¥
研
究
主
積
ま
ね
ぽ
な

ら
左
い
。

世
界
各
園
白
租
税
政
策
に
共
通
L
た
現
象
で
あ
る
が
、
我
闘
の
税
法
は
財
政
牧
入
第
一
主
義
で
組
み
立
て
ら
れ
、
経
済
捷
一
動
に
閲

す
る
考
慮
は
基
本
税
法
の
一
部
に
於
て
挽
は
れ
て
ゐ
た
に
止
ま
る
の
で
あ
る
。
漸
く
支
那
事
鑓
が
勃
後
し
た
後
に
臨
時
租
税
措
置
法

の
制
定
に
よ
り
収
入
主
義
と
経
済
政
策
と
の
橋
渡
し
が
出
来
た
の
は
喜
ば
し
い
事
で
あ
る
。
臨
時
租
税
措
置
法
は
第
一
僚
に
「
営
分

メ
内
本
法
エ
依
リ
所
得
税
、
法
人
税
、
問
畑
、
地
租
、
営
業
税
、
砂
糖
消
費
税
、
織
物
消
費
税
、
登
録
税
及
臨
時
利
得
税
ヲ
軽
減
又

ハ
充
除
ス
」
と
規
定
し
極
め
て
暫
定
的
の
立
法
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
将
来
に
多
分
の
護
展
性
を
減
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
但

し
保
護
関
税
と
同
様
に
徐
り
に
基
本
税
法
と
臨
時
租
税
措
置
訟
と
の
保
護
が
過
度
に
過
ぎ
る
と
、
国
家
が
租
税
収
入
を
夫
ふ
と
共
に

産
業
そ
れ
白
嘘
白
張
逮
を
妨
げ
、
意
外
白
結
果
を
惹
起
す
る
事
と
怠
る
。
牧
入
主
義
と
経
済
政
策
と
を
如
何
に
調
和
す
る
か
が
重
要

な
る
問
題
で
あ
る
。

経
済
同
型
動
と
租
税
政
策
と
の
関
係
を
明
か
に
す
る
矯
め
に
は
上
漣
の
如
〈
各
種
租
税
の
内
容
を
究
め
る
必
要
が
あ
る
が
、
更
に
租

財政と輝済四波動L三同事競九第轡
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税
以
外
口
各
種
の
要
素
乃
分
析
を
行
ム
事
が
大
切
で
あ
る
。
現
に
最
近
白
我
閣
の
租
税
投
入
が
自
然
増
牧
を
賀
し
て
ゐ
る
事
を
理
解

ず
る
矯
め
に
は
臨
時
軍
事
費
特
別
合
計
の
存
ず
る
事
と
1

軍
ノ
需
要
充
足
ノ
潟
ノ
曾
計
法
ノ
特
例
ニ
閲
ス
ル
法
律
」
(
昭
和
十
=
一
年
宮
一
月

二
十
一
日
法
律
事
十
六
披
)
が
風
滑
に
運
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
事
を
考
へ
ね
ば
な
ら
ね
。
思
ふ
に
非
常
時
財
政
主
壁
理
し
て
行
〈
矯
め
に
は

一
一
面
の
用
意
が
必
要
と
在
っ
て
く
る
。
差
し
営
り
の
コ
一
四
ヶ
月
又
は
一
年
を
目
標
と
し
て
ゐ
る
財
政
の
必
要
な
事
は
云
ふ
ま
で
も
た

ぃ
。
同
時
に
武
績
的
の
財
政
を
考
慮
し
で
置
か
ね
ば
た
ら
ぬ
。
武
一
預
的
自
財
政
は
景
気
の
波
長
を
前
提
と
し
と
定
め
ら
る
ぺ
〈
ヨ

y

V
ラ
チ
エ
ヲ
又
は
ジ
ユ
グ
ラ
ル
ま
で
は
行
か
な
く
と
も
キ
千
V

の
波
長
だ
け
で
も
取
り
入
れ
る
用
意
が
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
昭
和
十

五
年
の
税
制
改
革
が
経
湾
建
動
と
租
税
政
策
と
の
閥
係
民
相
官
の
考
慮
を
掛
う
た
事
は
我
園
将
来
の
財
政
政
策
の
方
向
を
暗
示
す
る

も
の
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

最
後
に
注
意
す
ぺ
昔
は
租
税
政
策
と
統
制
経
済
と
の
閲
係
で
あ
る
a

い
〈
ち
租
枕
立
法
で
経
済
援
動
又
は
景
気
持
出
動
に
針
ず
る
考

慮
を
梯
つ
で
も
、
統
制
粧
済
の
他
の
立
法
で
共
の
目
的
を
裏
切
る
よ
う
左
事
が
あ
っ
て
は
折
角
の
租
税
政
策
を
寅
現
し
得
在
い
の
で

あ
る
。
蕊
に
経
済
時
世
動
左
租
税
政
策
の
問
題
は
経
済
捕
監
動
と
統
制
経
済
白
問
題
に
進
展
し
て
〈
る
D
で
あ
る
。

組
荷
揚
動
と
租
税
政
策

傍
五
十
一
巻

八
六

第

競

七




